
第

三

百

六

十

四

号

令

和

五

年

一

月

十

七

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

一
三
ペ
ー
ジ

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

一
三

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

一
四

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
シ
ス
テ
ム
課)

一
四

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
変
更
認
可

(

都
市
整
備
課)

一
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
西
濃
農
林
事
務
所)

一
五

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
職
業
等

(
労
働
委
員
会)

一
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

な
か
ま
薬
局

岐
阜
羽
島

店

羽
島
市
舟
橋
町
宮
北
一
丁
目
三
〇
番
地

令
和

四
・
一
一
・

一

か
わ
し
ま
調
剤
薬
局

各
務
原
市
川
島
松
倉
二
三
五
〇
―
七
〇

同

ア
ク
ア
薬
局
赤
坂
店

大
垣
市
草
道
島
町
五
〇
八
―
二

同

岐
阜
県
告
示
第
十
五
号

生
活
保
護
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
一
月
十
七
日



活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

ピ
ー
ス
薬
局

ぎ
ふ
は
し

ま
店

羽
島
市
舟
橋
町
宮
北
一
丁
目
三
〇
番
地

令
和

四
・
一
一
・

一

か
わ
し
ま
調
剤
薬
局

各
務
原
市
川
島
松
倉
町
二
三
五
〇
番
地

七
〇

同

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
域
統
合
型
G
IS利
用
及
び
全
体
地
図
登
録
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
7年
政
令
第
372号

)
第
11条
第
１
項
第
１
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
２
年
４
月
１
日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
大
垣
市
今
宿
六
丁
目
52番
地
18

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
建
設
研
究
セ
ン
タ
ー

理
事
長
宗
宮
裕
雄
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

社
会
福
祉
法
人

和
光
会

岐
阜
市
寺
田
七
―
九
五

夜
間
対
応

型
訪
問
介

護

旧

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
北
方
２
５

新

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
瑞
穂
２
５

旧

本
巣
郡
北
方
町
柱
本

三
丁
目
九
〇
番
地

新

瑞
穂
市
別
府
一
四
九

四
番
地
一

令
和

三
・
一
〇
・

一

同

同

定
期
巡
回

随
時
対
応

型
訪
問
介

護
看
護

同同

同同

同



６
契
約
金
額
31,267,500円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
清
流
の
国
推
進
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
地
域
情
報
化
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
変
更
認
可

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

多
治
見
駅
南
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り

四

事
務
所
の
所
在
地

多
治
見
市
栄
町
一
丁
目
六
番
地
一

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
六
日

六

変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

多
治
見
市
栄
町
一
丁
目
六
番
地
一

変
更
後

多
治
見
市
本
町
一
丁
目
一
二
二
番
地

七

変
更
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
一
月
十
七
日

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

四
郷
南
部

土
地
改
良

区

令
和�･��･��
理
事

小

塚

誓

治

安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷

二
二
五
八
番
地

同

中

島

章�
同

一
七
〇
五
番
地

同

安

藤

登

同

一
八
三
〇
番
地

同

伊

藤

勉

同

二
三
六
一
番
地

同

山

内

光

昭

同

二
三
六
八
番
地

同�
野

好

文

同

一
七
七
三
番
地

同�
安

純

一

同

一
七
一
三
番
地

同

渡

邊

恭

司

同

二
三
〇
七
番
地

同�
安�

同

一
六
八
五
番
地

同�
安

浩

治

同

一
六
八
二
番
地
の
八

同

片

野

厚

一

同

一
七
一
五
番
地

同

小

塚�
司

同

二
二
八
三
番
地

同

渡

邊

淳

同

二
三
一
〇
番
地

同

早

川

勝

美

同

一
六
八
六
番
地

同

中

島

清

隆

同

一
七
九
八
番
地

同

吉

安

鉄

雄

同

一
六
一
五
番
地
の
二
〇

同

山

内

浩

同

二
三
四
五
番
地
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筒

井

和

浩

大

野

正

博

三

井

栄

浅

井

直

美

平

野

博

史

秋

保

賢

一

氏

名

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
岐
阜
県
連
合
会
会

長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

朝
日
大
学
法
学
部
教
授

岐
阜
県
労
働
委
員

会
委
員

東
海
国
立
大
学
機
構
岐
阜
大
学
社
会
シ
ス
テ

ム
経
営
学
環
教
授

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委

員 弁
護
士

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

現

職

等

同 同 同 同 同 令
和

三
・
一
二
・
二
四

委

嘱

年

月

日

同

國

島

幹

夫

同

一
一
一
番
地

同

近

藤

泰

治

同

下
大
榑
一
三
〇
五
七
番
地

同

青

木

数

博

同

大
藪

七
四
七
番
地

同

山

内

俊

幸

海
津
市
平
田
町
勝
賀

一
四
九
四
番
地

監
事

安

藤

孝

治

安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷

一
六
四
五
番
地

同

伊

藤

薫

同

一
六
四
七
番
地

同

小

塚

康

司

同

二
二
六
五
番
地

同

淺

野

俊

典

同

下
大
榑

五
七
七
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

四
郷
南
部

土
地
改
良

区

令
和�･��･��
理
事

小

塚

誓

治

安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷

二
二
五
八
番
地

同

中

島

章�
同

一
七
〇
五
番
地

同

安

藤

登

同

一
八
三
〇
番
地

同

伊

藤

勉

同

二
三
六
一
番
地

同

山

内

光

昭

同

二
三
六
八
番
地

同�
野

好

文

同

一
七
七
三
番
地

同�
安

純

一

同

一
七
一
三
番
地

同

渡

邊

恭

司

同

二
三
〇
七
番
地

同�
安�
同

一
六
八
五
番
地

同�
安

浩

治

同

一
六
八
二
番
地
の
八

同

片

野

厚

一

同

一
七
一
五
番
地

同

小

塚�
司

同

二
二
八
三
番
地

同

渡

邊

淳

同

二
三
一
〇
番
地

同

早

川

勝

美

同

一
六
八
六
番
地

同

中

島

清

隆

同

一
七
九
八
番
地

同

吉

安

鉄

雄

同

一
六
一
五
番
地
の
二
〇

同

山

内

浩

同

二
三
四
五
番
地

同

國

島

幹

夫

同

一
一
一
番
地

同

近

藤

泰

治

同

下
大
榑
一
三
〇
五
七
番
地

同

青

木

数

博

同

大
藪

七
四
七
番
地

同

山

内

俊

幸

海
津
市
平
田
町
勝
賀

一
四
九
四
番
地

監
事

安

藤

孝

治

安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷

一
六
四
五
番
地

同

小

塚

康

司

同

二
二
六
五
番
地

同

淺

野

俊

典

同

下
大
榑

五
七
七
番
地

同

中

島

清

明

同

四
郷
一
七
六
〇
番
地
の
一
一

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
職
業
等

労
働
委
員
会
規
則(

昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
、
職
業
等
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

岐
阜
県
労
働
委
員
会

会
長

秋

保

賢

一
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赤

地

昭

弘

樋

口

博

久

景

山

多

美

今

尾

任

城

一

柳

正

義

村

瀬

尚

子

安

藤

正

弘

大

宮

満

鈴

木

慎

北

島

あ
づ
さ

栗

本

理

花

岐
阜
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

株
式
会
社
東
海
化
成
常
務
取
締
役

岐
阜
県

労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
イ
マ
オ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
代
表

取
締
役
社
長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

セ
イ
ノ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
顧

問

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
総
合
研
究
所
代
表
取
締

役
社
長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
経
営
者
協
会
専
務
理

事

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

Ｊ
Ａ
Ｍ
東
海
Ｋ
Ｖ
Ｋ
労
働
組
合
執
行
委
員
長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
岐
阜
県
支
部
長

岐
阜
県
労

働
委
員
会
委
員

岐
阜
一
般
労
働
組
合
執
行
委
員
長

岐
阜
県

労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
岐
阜
県
連
合
会
副

事
務
局
長

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員

令
和

四
・

四
・
一
二

令
和

三
・

四
・
一
三

同 同 同 同 同 同 同 同 同
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令
和
五
年
一
月
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


